
 

 

 
 
 
 

  北区役所 

 
 

令和５年度（2023 年度） 

北区で行われる主な事業 
 



■北区で行われる主な事業■ 
 

 

１ 札幌駅交流拠点まちづくり推進事業 《鉄西地区》 

２ 新幹線札幌駅東改札口関連整備事業 《鉄西地区》 

３ 北５西１・西２地区第一種市街地再開発事業 《鉄西地区》 

４ 北８西１地区第一種市街地再開発事業 《鉄西地区》 

５ 篠路駅周辺地区まちづくり推進事業 《篠路地区》 

６ まちづくりセンター・地区会館保全リニューアル・改築費 《太平百合が原地区》 

７ 区役所庁舎のしつらえ充実事業 《北地区》 

８ 市民運動広場整備事業 《新琴似西地区》 

９ 児童会館整備  《新琴似地区》 

10 篠路清掃工場解体 《篠路地区》 

11 地籍調査事業 《屯田地区》 

12 道路整備事業等 《各地区》 

13 公園整備事業等 《各地区》 

14 公共下水道 《各地区》 

15 河川事業 《各地区》 

16 札幌圏都市計画事業篠路駅東口土地区画整理事業 《篠路地区》 

17 第１期配水管更新事業 《各地区》 

 
 

※ 事業計画は年度途中で変更になる可能性があります。 

 
 
 
 
 



１ 札幌駅交流拠点まちづくり推進事業 《鉄西地区》 

まちづくり政策局都心まちづくり課 211-2692 

札幌駅交流拠点の再開発と併せて、エリア価値の向上を推進するため、エリア全体での調整

が必要な内容の検討や公共空間の整備方針の策定、マネジメント体制の構築、周辺街区開発

に向けた支援を実施する。 

【今年度の事業予定】 

・札幌駅周辺エリアのエリアマネジメント体制の検討 

・札幌駅周辺エリアで行われる大規模事業等の事業者間連携 

・札幌駅周辺エリアの案内表示、サイン計画等の検討 

・南口駅前広場の再整備方針の策定 

・北 5 西１基金地の買戻し 等 

 

２ 新幹線札幌駅東改札口関連整備事業 《鉄西地区》 

まちづくり政策局都心まちづくり課 211-2692 

駅の利便性や魅力を向上させるため、整備内容に係る検討を実施するとともに、新駅整備の

効果を創成東地区のまちづくりに波及させるため、新幹線札幌駅の東改札口を整備する。 

【今年度の事業予定】 

・新幹線札幌駅東改札口の整備（実施設計、杭工事） 

 ・新幹線駅舎及び駅周辺の一体的なまちづくりに係る検討 

 

３ 北５西１・西２地区第一種市街地再開発事業 《鉄西地区》 

まちづくり政策局事業推進課 211-2706 

当地区は JR 札幌駅に隣接し、地下鉄やバスターミナルと直結するなど道内最大の交通結節

点である。2030 年度には北海道新幹線札幌開業に伴い、北側に駅施設が新設される予定。

道都札幌の玄関口にふさわしい土地の高度利用及び交通結節機能の強化を図るため、多様な

交流空間の形成、バスターミナルの再整備や重層的な歩行者ネットワークの拡充等を行う。 

【今年度の事業予定】 

 ・再開発組合が実施する実施設計、除却工事の費用に対し補助を行う。 

権利変換計画認可：令和５年 9 月、除却工事着手：令和５年 10 月 

 

４ 北８西１地区第一種市街地再開発事業 《鉄西地区》 

まちづくり政策局事業推進課 211-2706 

札幌駅北口にふさわしい土地の合理的かつ健全な高度利用などを図るため、居住や宿泊、業

務などの複合施設を整備する再開発事業。令和 2 年 7 月に工事着手している。 

【今年度の事業予定】 

・再開発組合が実施する工事等に係る費用に対し補助を行う。 

・工事完了：令和 6 年 1 月 



 

５ 篠路駅周辺地区まちづくり推進事業 《篠路地区》 

まちづくり政策局事業推進課 211-2706 

土地区画整理、鉄道高架及び周辺道路整備等の社会基盤整備を契機とした、市民、企業等との

連携による都市機能集積や、地域主体のまちづくり活動の実現による地域交流拠点にふさわ

しいまちづくりを推進する。 

【今年度の事業予定】 

・駅前街区及び市有地について、令和４年度策定の篠路駅周辺地区まちづくり計画に基づく効

果的な土地利用検討及び事業効果の検証を行う。 

・市有地の土地利用具体化に向け、用地確定測量の実施並びにまちづくり計画を踏まえた都市

計画（用途地域等）変更を行う。 

・地域主体のまちづくり活動の実施及び体制構築に向けた支援を行う。 

 

６ まちづくりセンター・地区会館保全リニューアル・改築費 《太平百合が原地区・新琴似地区》  

市民文化局区政課 211-2252 

小学校複合化の対象とならないまちづくりセンター・地区会館について、保全・リニューアル

または全面改築により機能維持を図ることで、地域活動の更なる活発化を目指し、人が集い

やすい施設とする。 
【今年度の事業予定】 

・保全・リニューアル対象施設：太平百合が原まちづくりセンター・地区会館（設計） 

               新琴似まちづくりセンター・地区会館（設計） 

 

７ 区役所庁舎のしつらえ充実事業 《北地区》 

市民文化局区政課 211-2252 

区役所に訪れる多様な人々が居心地よく落ち着いて過ごすことができるよう、ユニバーサル

デザインを導入した空間づくりを行うと共に、迷わず円滑に手続きに向かうことができる環

境整備を行う。 

【今年度の事業予定】 

・１階レイアウト変更（待合スペースを拡充） 

・各階、保健センターの待合用ソファ、椅子をユニバーサルデザインのものに更新 

・案内サインのリニューアル 

 

８ 市民運動広場整備事業  《新琴似西地区》 

スポーツ局施設課 211-3045 

市民が気軽にスポーツを楽しめる屋外運動広場（パークゴルフ場・多目的広場）を整備する

（新琴似町７６９-2） 



【今年度の事業予定】 

 ・整備工事（～令和７年度） 

 

９ 児童会館整備  《新琴似地区》 

子ども未来局子ども企画課 211-2989 

光陽小学校の改築に合わせて、校区にある光陽児童会館を併設施設として再整備する。 

【今年度の事業予定】 

 ・工事（令和 6 年 4 月供用開始予定） 

 ・児童会館解体（設計） 

 

10 篠路清掃工場解体 《篠路地区》 

環境局施設管理課 211-2922 

平成 22 年度末に廃止した篠路清掃工場の工場棟及び煙突を解体する。 

【今年度の事業予定】 

 ・解体工事（令和 3 年度着手、令和６年度終了予定） 

 

11 地籍調査事業 《屯田地区》 

建設局管理測量課 211-2562 

国土調査法に基づき、一筆ごとに土地の所有者、地番、地目の調査をするとともに、境界の位

置及び面積について測量し、地籍簿・地籍図を作成する。 
【今年度の事業予定】 

 ・境界杭設置：その１～３地区（屯田 7-1 ほか） 

 ・確定：その４地区（屯田 9-1） 

 ・調査：その５地区（屯田 10-1 ほか）、その６地区（屯田 11-1 ほか） 

 

12 道路整備事業等 《各地区》 

⑴・⑵…建設局道路課 211-2617 

⑶…北区土木センター維持管理課 771-4211 

⑴道路事業 

道路改良 
花畔札幌線（雁来篠路連絡線～篠路駅前団地本通線） 

北 15 条線（真駒内篠路線～西５丁目線） 

道路新設 札幌北広島環状線（花川通線～屯田第 3 横線） 

歩道整備 都心地区、北 1２条地区、新川地区 



橋りょう・

長寿命化 

屯田 3 番線（安春北三番橋） 

雁来篠路連絡線（第二五ノ戸橋、上篠路西橋） 

大野地縦線（篠路拓北橋） 

大野地幹線（大野地１の橋） 

烈々布支線（烈々布橋） 

北 8 条線（北 8 条橋） 

北 13 条線（北 13 条橋） 

屯田 4 番線（北四番橋） 
 

⑵街路事業 

道路改良 

横新道（東 8 丁目・篠路通～上篠路循環通） 

新琴似３番通（琴似・栄町通～新琴似通） 

西５丁目・樽川通（北 23 条中通線～宮の森・北 24 条通） 

道路新設 屯田・茨戸通（新琴似通～創成川通、屯田・紅葉山通～新琴似通） 

鉄道高架 JR 札沼線篠路駅付近連続立体交差（百合が原７から篠路 7-7） 

⑶生活道路 

  整備、舗装・歩道改良など全 32 路線を予定 

 

13 公園整備事業等 《各地区》 

建設局みどりの推進課 211-2533 

北区土木センター 771-4211 

⑴公園造成事業 

仮称）東茨戸 3-1 公園（新規造成工事・新規造成実施設計） 

⑵地域と創る公園機能再編・再整備推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶安全・安心な公園再整備事業 

施設改修工事：屯田西公園、新琴似ｸﾞﾘｰﾝ公園、茨戸川緑地、屯田あおば公園 

⑷地域のみどりづくり支援事業 

  歩道美化事業（約 88,300 株相当） 

 

再整備

工 事 

屯田花園公園 

屯田かっこう公園 

屯田ひよこ公園 

新川サイロ公園 

新川あすなろ公園 

太平こども公園 

北 32 条ひまわり公園 

再整備

実 施 

設 計 

篠路とらちゃん公園 

屯田バンビ公園 

屯田ポテト公園 

屯田 4 丁目ハチドリ公園 

屯田中央ひまわり西公園    

新川見はるかす緑地  



⑸健やかな道路緑化推進事業 

ボリュームアップ剪定 

（6 路線・687 本） 

太平 6 条 1・2 丁目線ほか（延長 1,000ｍ 150 本） 

新川線 （延長 1,100ｍ 80 本） 

屯田 3 番線 （延長 2,500ｍ 220 本） 

北 8 条線 （延長 800ｍ 92 本） 

北 9 条線ほか （延長 2,700ｍ 119 本） 

北大横断線・北 18 条線 （延長 600ｍ 26 本） 
 

 

1４ 公共下水道 《各地区》 

下水道河川局下水道計画課 818-3441 

管路事業 

改築（老朽管対策等） 篠路 2 条 2 丁目等 

道路拡幅に伴う新設 花畔札幌線（篠路 3 条 7 丁目）等 

新規整備 篠路町上篠路 343 番地 

道路整備に伴う新設 屯田・茨戸通（西茨戸 6 条 1 丁目）等 

都心アクセス道路事業に伴う移設 北 15 条西 2 丁目等 
 

 

15 河川事業 ≪各地区≫ 

下水道河川局河川事業課 818-3414 

 

 

 

 

貯留施設整備 
太平中学校（太平 8 条 2 丁目） 

エルムの森公園（北 26 条西 13 丁目） 

河川改修 新川西川（新川西） 

 

16 札幌圏都市計画事業篠路駅東口土地区画整理事業 《篠路地区》 

都市局区画整理事業担当課 211-2657 

・施行地区：篠路 3 条 7 丁目、篠路 4 条 7 丁目の各一部 

・施行面積：約 5.1ha 
【今年度の事業予定】 

 ・下水道新設、撤去工事 

・移転補償 

 ・第 3 次仮換地指定 



 

17 第１期配水管更新事業 《各地区》 

水道局北部配水管理課 762-7400 

札幌市では、約 4,800km に及ぶ配水枝線の健全性を維持し、安全安定給水を確保していく

ために、配水管更新事業を継続的かつ計画に進めている。平成 25 年より、第 1 期として約

700km の配水管の更新を開始している。 

【今年度の事業予定】 

 ・実施場所：北区全域 

・事業延長：約 10.3Km 

 


